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は

じ

め

に

周
知
の
よ
う
に
、
中
国
歴
代
王
朝
の
官
制
は
儒
教
の
思
想
的
な
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
（
1

）O

近
年
、
漢
代
史
研
究
に
お
い
て
は
、
官
制

を
は
じ
め
と
し
た
王
朝
の
諸
制
度
が
儒
家
思
想
の
受
容
を
通
じ
て
変
化
し
、
J

そ
札
が
J

後
世
に
も
太
き
な
影
響
一
を
与
え
た
と
い
う
点
が
解
明
さ

れ
て
き
て
い
る
2

）0

例
え
ば
、
渡
辺
信
一
郎
氏
は
、
元
帝
の
初
元
三
年
（
前
四
六
）
J

が
お
明
帝
の
永
平
二
ハ
年
ふ
後
五
九
）
に
か
け
て
儒
家
の

経
書
に
依
拠
す
る
「
古
典
」
・
「
古
制
」
に
も
と
づ
く
国
制
が
洛
陽
一
遷
都
ト
畿
内
制
度
会
・
官
制
・
札
制
な
ど
の
諸
方
面
に
わ
た
っ
て
整
備
さ

れ
、
基
本
的
に
清
朝
末
期
ま
で
継
承
さ
れ
る
古
典
的
国
制
が
ニ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
～
た
と
指
摘
さ
れ
る
（
3

）
。
ま
た
、
泊
旅
科
季
子
氏
は
、
前
漢

後
半
期
に
は
現
実
の
制
度
を
も
古
制
に
従
っ
て
理
想
的
に
作
り
変
え
よ
う
と
す
る
「
古
制
」
派
と
、
漢
朝
の
伝
統
的
、
な
4

体
制
の
維
持
を
主
張

す
る
「
漢
家
故
事
」
派
と
の
対
立
が
展
開
し
、
最
終
的
に
「
古
制
」
派
が
勝
利
を
収
め
る
と
、
儒
家
礼
制
を
受
容
し
た
い
皇
帝
は
「
三
又
一
命
天
子
」

と
し
て
の
権
威
を
獲
得
し
た
と
指
摘
さ
れ
る

2
0

そ
う
し
た
潮
流
の
な
か
に
あ
っ
て
、
一
見
奇
異
に
映
る
展
開
を
見
せ
る
の
が
表
題
に
掲
げ
た
州
牧
と
刺
史
で
あ
る
5
。
前
漢
ぃ
末
（
6

）
の
成
帝

緩
和
元
年
一
九
前
八
）
、
武
帝
期
以
来
の
刺
史
が
儒
家
の
古
制
に
即
し
た
州
牧
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
渡
辺
・
保
科
両
氏
は
こ
れ
を
一

連
の
国
制
改
革
の
一
つ
左
見
な
し
て
い
る
（
7

）O

と
こ
ろ
が
、
光
武
帝
の
建
武
一
八
年
（
後
四
一
一
）
、
州
牧
は
再
び
官
秩
六
百
右
の
’
z

刺
史
に
戻

さ
れ
（
以
下
、
t

刺
史
改
革
と
称
す
）
、
霊
帝
の
中
平
五
年
（
一
八
八
）
の
州
牧
設
置
ま
で
、
一

O
O年
以
上
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
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の
こ
と
は
、
当
時
の
諸
制
全
般
が
儒
家
思
想
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
地
方
支
配
の
要
と
も
言
う
べ
き
刺
史
は
そ
の

路
線
か
ら
は
ず
れ
、
前
漢
末
以
降
の
諸
改
革
の
潮
流
に
逆
行
す
る
形
で
再
置
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
実
際
、
小
嶋
茂
稔
氏
は
、
後

漢
の
州
が
古
制
に
忠
実
に
存
在
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

2
0

筆
者
が
と
く
に
小
嶋
氏
の
所
説
で
注
目
す
る
の
は
、
漢
代
の
人
々
の
意
識
に
お
い
て
、
州
や
刺
史
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か

と
い
う
視
点
を
提
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
考
察
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
本
稿
の
検
討
と
関
わ
る
範
囲
で
氏
の
高
見
を
具
体
的
に
挙
げ

れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
①
前
漢
末

i
後
漢
初
に
か
け
て
、
刺
史
が
儒
学
の
古
典
に
依
拠
す
る
形
で
「
州
牧
」
と
称
さ

れ
、
実
体
は
と
も
か
く
形
式
的
に
は
一
州
の
長
と
し
て
、
漢
朝
の
伝
統
的
な
刺
史
と
は
異
質
な
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
た
時
期
が
存
在
し
た
。

②
後
漢
の
刺
史
が
屡
々
「
州
牧
」
や
そ
れ
に
類
す
る
呼
称
で
呼
ば
れ
て
お
り
、
霊
帝
末
の
州
牧
制
の
施
行
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
事
態
が
出

現
し
て
お
り
、
当
時
の
人
々
の
意
識
下
で
は
刺
史
が
「
州
牧
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
③
こ
の
こ
と
は
、
刺
史
が
監
察
官
と
し
て
の
性

格
を
維
持
し
つ
つ
も
、
そ
の
行
政
官
と
し
て
の
性
格
が
後
漢
一
代
を
通
じ
て
濃
厚
に
な
っ
て
く
る
な
か
で
、
刺
史
の
行
政
官
と
し
て
の
立
ち

居
振
る
舞
い
が
同
時
代
人
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

5
0

以
上
の
小
嶋
氏
の
指
摘
は
、
経
書
に
見
え
る
州
牧
や
そ
れ
に
類
す
る
呼
称
が
当
該
時
代
の
史
書
に
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
着
目
し
つ
つ
示

さ
れ
た
卓
見
で
あ
り
、
漢
代
の
人
々
が
州
牧
と
刺
史
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
と
い
う
重
要
な
問
題
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
従

来
の
研
究
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
考
察
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
に
は
こ
の

小
嶋
氏
の
理
解
に
対
し
て
疑
問
に
思
う
点
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

そ
の
一
は
、
小
嶋
氏
の
議
論
で
は
、
経
書
に
見
え
る
州
牧
や
そ
れ
に
類
す
る
呼
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
行
政
官
と
し
て
認
識
さ

れ
た
こ
と
を
示
す
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
筆
者
は
、
後
漢
の
州
は
古
制
に
忠
実
に
存
在
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
と

す
る
小
嶋
氏
の
指
摘
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
氏
の
見
解
は
経
書
に
お
い
て
州
牧
な
ど
が
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て

い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
踏
ま
え
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
も
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ

な
ら
、
経
書
の
な
か
で
州
牧
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
漢
代
の
人
々
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
は
、
史

漢
代
に
お
け
る
州
牧
と
刺
史
に
対
す
る
認
識
を
め
ぐ
っ
て
（
植
松
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書
に
見
え
る
州
牧
・
刺
史
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
時
の
州
牧
や
刺
史

に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
研
究
の
深
化
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
は
、
後
漢
の
刺
史
と
同
時
期
の
郡
県
の
行
政
官
と
の
差
異
に
注
目
し
た
場
合
、
小
嶋
氏
の
見
解
で
は
両
者
の
違
い
が
暖
昧
で
あ
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
小
嶋
氏
は
、
後
漢
の
人
々
が
刺
史
を
行
政
官
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
刺
史
と
当
時
の
地
方

行
政
の
中
心
を
担
っ
て
い
た
郡
国
の
守
相
や
県
の
令
長
の
よ
う
な
一
般
の
行
政
官
と
は
如
何
な
る
違
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で

筆
者
は
、
州
と
郡
県
と
の
差
異
に
注
目
し
、
両
者
の
行
政
形
態
の
違
い
、
属
吏
組
織
の
規
模
の
差
、
刺
史
の
「
使
君
」
（
使
者
の
尊
称
）
と

い
う
別
称
な
ど
か
ら
、
「
皇
帝
の
使
者
」
と
し
て
認
識
さ
れ
た
刺
史
は
後
漢
を
通
じ
て
（
後
漢
末
を
除
く
）
郡
県
の
行
政
官
と
は
異
質
な
存

在
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
き
た

5
0
つ
ま
り
、
筆
者
の
主
張
が
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
小
嶋
氏
の
見
解
は
後
漢
の
刺
史
が
も
っ
独

自
性
に
つ
い
て
の
追
究
が
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
を
踏
ま
え
、
ま
ず
、
経
書
に
お
け
る
州
牧
や
そ
れ
に
類
す
る
呼
称
の
用
例
と
こ
れ
に
対
す
る
経
学
の

理
解
に
つ
い
て
考
察
し
、
つ
い
で
、
そ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
、
漢
代
の
州
牧
・
刺
史
の
あ
り
方
と
こ
れ
に
対
す
る
同
時
代
に
お
け
る
認
識

如
何
に
つ
い
て
検
討
す
る
立
ち
そ
の
う
え
で
、
州
牧
と
刺
史
の
置
廃
か
ら
見
た
前
漢
末
と
後
漢
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
、
以
て
漢
代
の
制

度
と
儒
家
思
想
と
の
関
係
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
る
。

-30ー

経

書

に

お

け

る

「
牧
伯
」

の

用

例

と

経

学

の

理

解

本
節
で
は
、
経
書
に
お
け
る
州
牧
や
そ
れ
に
類
す
る
呼
称
の
用
例
を
検
討
し
、
漢
代
の
経
学
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
当
時
の
人
々
か
ら
ど
の

よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。

漢
代
の
制
度
（
以
下
、
漢
制
）
と
し
て
の
州
制
が
初
め
て
古
制
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
の
は
、
綴
和
元
年
（
前
八
）
、
丞
相

程
方
進
と
大
司
空
何
武
に
よ
る
州
牧
設
置
の
建
議
の
場
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
『
漢
書
』
巻
八
三
朱
博
伝
に
は
、
両
者
の
上
奏
文
を
伝
え
て
、



古
選
諸
侯
賢
者
以
矯
州
伯
。
室
園
田
「
杏
十
有
二
牧
」
。
所
以
慶
聴
明
、
燭
幽
隠
也
。
今
部
刺
史
居
牧
伯
之
位
、
乗
一
州
之
統
、
選
第
大

吏
、
所
薦
位
高
至
九
卿
、
所
悪
立
退
。
任
重
職
大
。
春
秋
之
義
「
用
貴
治
賎
」
。
不
以
卑
臨
尊
。
刺
史
位
下
大
夫
而
臨
二
千
石
。
軽
重

不
相
準
、
失
位
次
之
序
。
臣
請
罷
刺
史
、
更
置
州
牧
、
以
臆
古
制
。

と
あ
り
、
州
牧
の
設
置
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
建
議
か
ら
、
古
で
は
諸
侯
の
賢
者
を
選
ん
で
州
伯
と
し
、
『
尚
書
』
に
は
天
子
が
「
十
有
二

牧
」
に
諮
問
す
る
こ
と
が
見
え
る
こ
と
、
そ
の
州
伯
・
州
牧
は
聡
明
な
人
材
・
幽
隠
の
賢
者
を
広
く
捜
し
求
め
た
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

「
今
」
（
成
帝
期
）
の
刺
史
は
そ
の
「
牧
伯
の
位
に
居
り
」
、
「
任
は
重
く
職
は
大
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
下
大
夫
」
の
刺
史
が
郡
国
の
二

千
石
に
臨
む
の
は
「
位
次
の
序
」
を
失
っ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
で
古
制
に
合
致
さ
せ
る
た
め
に
州
牧
へ
の
改
制
が
必
要

で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
分
か
る
。
何
武
・
翠
方
進
の
認
識
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
州
伯
が
諸
侯
よ
り
任
命
さ
れ
る
と
い
う

点
、
「
十
有
二
牧
」
が
天
子
の
諮
問
に
与
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
州
伯
が
諸
侯
よ
り
任
命
さ
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
。
『
礼
記
』
曲
礼
に
は
、

九
州
之
長
、
入
天
子
之
園
田
牧
。

と
あ
り
、
そ
の
鄭
玄
注
に
、

毎
一
州
之
中
、
天
子
選
諸
侯
之
賢
者
、
以
矯
之
牧
也
。

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
漢
の
鄭
玄
（
一
二
七

i
二
O
O）
は
天
子
が
諸
侯
の
賢
者
を
選
び
、
州
牧
に
任
命
す
る
と
し
て
お
り
、
先
の

何
武
・
程
方
進
と
共
通
し
た
認
識
を
示
し
て
い
る
。
同
じ
く
『
礼
記
』
の
王
制
に
は
、
「
千
里
の
外
」
（
畿
外
の
地
）
に
設
置
さ
れ
る
方
伯

に
つ
い
て
、
千
里
之
外
設
方
伯
。
五
園
以
矯
属
、
属
有
長
。
十
園
以
矯
連
、
連
有
帥
。
三
十
園
以
矯
卒
、
卒
有
正
。
二
百
一
十
園
以
矯
州
、
州
有
伯
。

と
あ
る
よ
う
に
、
方
伯
（
州
伯
｜
卒
正
l
連
帥
l
属
長
）
の
一
つ
と
し
て
州
伯
が
見
え
て
い
る
。
そ
の
鄭
玄
注
に
は
「
股
の
州
長
は
伯
と
日

ひ
、
虞
（
舜
）
・
夏
及
び
周
皆
牧
と
日
ふ
」
と
あ
り
、
州
の
長
官
は
伯
・
牧
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
『
礼
記
』
内
則
に
は
、
子
供

が
誕
生
し
た
際
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
間
史
が
そ
の
家
の
家
宰
よ
り
子
供
の
名
前
・
生
年
月
日
を
通
知
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

漢
代
に
お
け
る
州
牧
と
刺
史
に
対
す
る
認
識
を
め
ぐ
っ
て
（
植
松
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宰
告
閤
史
、
聞
史
書
矯
二
。
其
一
蔵
諸
問
府
、
其
一
献
諸
州
史
。
州
史
献
諸
州
伯
、
州
伯
命
蔵
諸
州
府
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
童
聞
き
付
け
の
一
枚
は
州
史
を
へ
て
州
伯
に
献
じ
ら
れ
、
州
府
が
こ
れ
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で

は
州
府
は
戸
籍
を
管
理
す
る
官
街
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
州
伯
は
そ
れ
を
統
監
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
周
礼
』
地
官
・
州
長
を

見
る
と
、州
長
、
各
掌
其
州
之
教
治
・
政
令
之
婆
。

と
あ
る
よ
う
に
、
州
長
が
州
内
の
教
治
・
政
令
の
法
を
掌
る
と
さ
れ
て
い
る
（
3
0

右
に
挙
げ
た
経
書
を
見
る
と
、
州
牧
・
州
伯
・
州
長
は
当

該
州
を
統
治
す
る
諸
侯
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
経
書
の
成
立
年
代
に
は
議
論
が
あ
り
、
諸
篇
の
経
文
が
一
記
述

さ
れ
た
時
期
も
確
定
し
難
い
が
、
前
漢
末
の
何
武
・
程
方
進
と
後
漢
の
鄭
玄
と
の
認
識
が
一
致
し
て
お
り
、
前
漢
末
に
は
こ
の
よ
う
な
考
え

方
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
「
十
有
二
牧
」
が
天
子
の
諮
問
に
与
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
。
先
の
建
議
に
お
い
て
何
武
・
程
方
進
が
引
用
し
た
『
尚
書
』
と

は
、
つ
ぎ
に
示
す
尭
典
の
記
事
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
尭
の
没
後
、
三
年
喪
が
明
け
た
後
の
こ
と
と
し
て
、

月
正
元
日
、
舜
格
子
文
祖
。
詞
子
四
岳
、
闘
四
円
、
明
四
目
、
達
四
聴
。
杏
十
有
二
牧
。

と
あ
る
よ
う
に
、
舜
が
十
二
州
の
長
官
た
る
十
二
牧
に
諮
問
し
て
い
る
。
ま
た
、
何
武
・
翠
方
進
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
劉
向
（
前
七
七

1
前
六
）

『
説
苑
』
の
君
道
篇
を
見
る
と
、

十
二
牧
、
方
三
人
、
出
皐
遠
方
之
民
。
有
飢
寒
而
不
得
衣
食
者
、
有
獄
訟
市
失
職
者
、
有
賢
才
而
不
奉
者
、
以
入
告
平
天
子
。
：
：
：
故

牧
者
、
所
以
降
四
円
、
明
四
目
、
達
四
聴
也
。

と
あ
り
、
十
二
牧
は
四
方
に
派
遣
さ
れ
、
飢
寒
に
苦
し
む
者
・
職
を
失
っ
た
者
・
在
野
の
賢
才
な
ど
を
天
子
に
報
告
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
迎
。

傍
線
部
分
は
、
先
に
引
用
し
た
『
尚
書
』
完
典
の
「
四
門
を
聞
き
、
四
日
を
明
ら
か
に
し
、
四
聴
を
達
す
」
を
典
拠
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

『
尚
書
』
完
典
や
『
説
苑
』
君
道
篇
に
描
写
さ
れ
た
州
牧
は
、
舜
が
「
十
有
二
牧
に
杏
る
」
（
亮
典
）
と
い
う
よ
う
に
天
子
の
支
配
に
直
接

的
に
貢
献
す
る
存
在
、
具
体
的
に
は
天
子
に
地
方
の
情
報
を
報
告
す
る
耳
目
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
存
在
（
君
道
篇
）
と
見
な
さ
れ
て
い
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た
と
言
え
る
。
何
武
・
程
方
進
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
劉
向
が
『
説
苑
』
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
州
牧
が
天
子
の
耳
目
で
あ
る
と
い
う
認
識
も

前
漢
末
に
は
定
着
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
経
書
に
は
州
牧
・
州
伯
・
州
長
な
ど
様
々
な
呼
称
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
諸
侯
と
し
て
の
側
面
と
天
子
の
耳
目
と
し
て
の
側
面
と
が

見
受
け
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
称
に
は
特
段
の
使
い
分
け
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
こ
れ
ら
を
総
称
し

て
「
牧
伯
」
と
表
記
す
る
。

さ
て
、
経
書
に
お
け
る
「
牧
伯
」
の
用
例
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
漢
代
の
経
学
が
こ
の
「
牧
伯
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を

考
察
す
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
『
白
虎
通
義
』
（
以
下
、
『
白
虎
通
』
と
略
称
）
で
あ
る
（
己
。
周
知
の
よ
う
に
、
章
帝
建
初
四
年
（
七

九
）
の
白
虎
観
会
議
に
も
と
づ
く
『
白
虎
通
』
は
欽
定
法
典
的
性
格
を
帯
び
る
と
さ
れ
き
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
経
学
の
理
解
を
窺
う
う
え

で
重
要
な
文
献
で
あ
る
さ
。
そ
の
『
白
虎
通
』
封
公
侯
篇
に
、
い
ま
取
り
上
げ
て
い
る
「
牧
伯
」
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る
。
以
下
、
そ
れ

を
便
宜
上
二
段
落
に
分
け
て
引
用
す
る
。

A
州
伯
者
、
何
謂
也
。
伯
、
長
也
。
選
捧
賢
良
、
使
長
一
州
、
故
謂
之
伯
也
。
王
制
日
、
「
千
里
之
外
設
方
伯
。
五
園
以
矯
属
、
属
有

長
。
十
園
以
矯
連
、
連
有
率
。
一
二
十
園
以
矯
卒
、
卒
有
正
。
二
百
一
十
園
以
震
州
、
州
有
伯
。
」

B
唐
（
完
了
虞
（
舜
）
謂
之
牧
者
何
。
尚
質
。
倒
対
対
創
刺
制
樹
謝
倒
、
故
謂
之
牧
。
南
方
立
三
人
、
凡
十
二
人
。
尚
書
（
尭
典
）
回
、

「
苔
十
有
二
牧
。
」

右
の
記
述
を
見
る
と
、
A
で
は
州
伯
が
賢
良
を
以
て
任
命
さ
れ
る
一
州
の
長
を
指
す
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
典
拠
と
し
て
『
礼
記
』
王

制
が
挙
げ
ら
れ
る
。

B
で
は
莞
・
舜
の
牧
に
関
し
て
、
天
子
の
大
夫
を
地
方
に
派
遣
し
て
諸
侯
を
「
牧
視
」
す
る
官
と
理
解
さ
れ
、
そ
の
典

拠
と
し
て
『
尚
書
』
完
典
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
穿
」
（
方
）
ご
と
に
三
人
、
四
方
に
十
二
人
の
牧
が
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
理
解
は
、

前
引
の
『
説
苑
』
君
道
篇
と
も
共
通
し
て
い
る
。

こ
の
「
牧
伯
」
の
具
体
的
な
職
務
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
諸
侯
の
人
事
考
課
に
お
い
て
で
あ
る
。
『
白
虎
通
』
は
、
地
方
の
諸
侯

を
孜
醐
糊
す
る
所
以
が
「
賢
を
勉
め
悪
を
抑
え
、
民
を
重
ん
ず
る
の
至
り
な
り
」
と
し
た
う
え
で
、
諸
侯
の
治
績
を
評
価
す
る
規
定
を
設
け
て

漢
代
に
お
け
る
州
牧
と
刺
史
に
対
す
る
認
識
を
め
ぐ
っ
て
（
植
松
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東
洋
史
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集
四
一

い
る
（
孜
瓢
篇
）
。
そ
の
人
事
体
制
は
『
白
虎
通
』
巡
狩
篇
を
見
る
と
、

故
（
天
子
）
五
年
一
巡
守
、
一
二
年
二
伯
出
述
職
期
捗
。
斗
制
捌
有
終
紺
、
歳
有
所
成
、
方
伯
行
園
。
時
有
所
生
、
諸
侯
行
邑
。

と
あ
る
よ
う
に
、
天
子
が
五
年
ご
と
に
巡
守
（
巡
狩
）
し
、
二
伯
が
三
年
ご
と
に
人
事
考
課
を
実
施
し
て
昇
進
・
降
級
を
決
定
し
、
方
伯
は

毎
年
諸
侯
の
「
園
」
を
巡
行
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
巡
狩
篇
に
関
連
す
る
史
料
が
、
董
仲
許
『
春
秋
繁
露
』
（
成
書
は
景
帝
の
頃
）

に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
5
0
す
な
わ
ち
、
『
春
秋
繁
露
』
考
功
名
篇
に
は
、
考
試
の
方
法
に
つ
い
て
、

考
試
之
法
、
大
者
緩
、
小
者
急
、
貴
者
箭
而
賎
者
促
。
諸
侯
月
試
其
園
、
州
倒
剛
制
剰
刺
1
副
剖
耐
↓
刻
。
天
子
歳
試
天
下
、
三
試
而

一考。

と
あ
り
、
諸
侯
は
毎
月
試
験
を
実
施
し
、
州
伯
は
四
時
（
四
季
）
ご
と
に
試
験
を
実
施
し
て
、
一
年
に
一
度
考
課
し
、
天
子
は
毎
年
試
験
を

実
施
し
て
、
三
年
に
一
度
考
課
す
る
と
さ
れ
る
。
『
春
秋
繁
露
』
（
天
子
！
州
伯
｜
諸
侯
）
と
『
白
虎
通
』
（
天
子
i
二
伯
｜
方
伯
1

諸
侯
）

と
で
は
そ
の
記
述
に
差
異
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
両
書
と
も
「
天
子
l
州
伯
（
方
伯
）
｜
諸
侯
」
と
い
う
人
事
体
制
に
あ
っ
て
「
牧
伯
」
が

そ
の
一
翼
を
担
う
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
『
白
虎
通
』
に
お
け
る
「
牧
伯
」
の
記
述
に
つ
い
て
、
日
原
利
国
氏
は
諸
侯
に
関
す
る
規
定
を
指
摘
し
た
う
え
で
、

こ
の
諸
侯
を
直
接
監
察
し
孜
贈
す
る
任
に
当
る
の
は
州
伯
で
あ
っ
た
。
大
夫
の
有
能
な
者
を
選
ん
で
ご
州
に
長
」
た
ら
し
め
、
往
来

し
て
「
諸
侯
を
牧
視

g
せ
し
む
る
」
が
州
伯
の
制
で
あ
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る

g
。
つ
ま
り
、
『
白
虎
通
』
の
規
定
で
は
、
「
牧
伯
」
の
役
割
は
往
来
し
て
地
方
に
い
る
諸
侯
の
監
察
に
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
の
何
武
・
程
方
進
の
建
議
で
は
諸
侯
の
賢
者
よ
り
選
ば
れ
る
の
が
「
牧
伯
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た

の
に
対
し
、
『
白
虎
通
』
封
公
侯
篇
B
で
は
天
子
の
大
夫
が
「
牧
伯
」
を
担
当
す
る
と
規
定
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
実
は
、
『
礼
記
』
王
制
に

は
封
公
侯
篇
A
が
引
用
し
た
史
料
と
は
別
に
、
天
子
の
大
夫
が
諸
侯
の
国
を
監
察
す
る
官
と
し
て
三
監
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
つ

ぎ
に
引
用
す
る
こ
条
に
見
え
る
。
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天
子
使
其
大
夫
矯
三
監
、
監
於
方
伯
之
園
、
圏
三
人
。

天
子
之
大
夫
為
三
監
、
監
於
諸
侯
之
園
者
、
其
蔽
視
諸
侯
之
卿
、
其
爵
視
次
園
之
君
、
其
株
取
之
於
方
伯
之
地
。

つ
ま
り
、
封
公
侯
篇
B
が
「
牧
伯
」
の
役
割
を
諸
侯
の
監
察
と
し
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
に
任
命
さ
れ
る
の
が
天
子
の
大
夫
で
あ
っ
た
こ
と
を

想
起
す
る
な
ら
ば
、
『
礼
記
』
王
制
に
見
え
る
三
監
は
こ
れ
と
共
通
す
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
『
白
虎
通
』
は
こ
の
三
監
に
拠
ら
ず
に
、
封
公
侯
篇
A
に
お
い
て
敢
え
て
同
じ
王
制
の
州
伯
を
引
用
す
る
と
同
時
に
、

そ
の
職
責
は
天
子
の
大
夫
に
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
き
。
『
礼
記
』
王
制
の
州
伯
は
畿
外
（
「
千
里
の
外
」
）
に
設
置
さ
れ
る
諸
侯
の
一

つ
で
あ
り
、
こ
れ
は
封
公
侯
篇
B
が
天
子
の
大
夫
を
「
牧
伯
」
に
任
命
す
る
と
い
う
規
定
と
は
著
し
く
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
『
白
虎
通
』

で
は
、
天
子
の
大
夫
は
諸
侯
よ
り
も
君
命
へ
の
従
属
性
が
強
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

g
。
封
公
侯
篇
の
別
の
箇
所
を
見
る
と
、
天
子

の
大
夫
に
つ
い
て
、

大
夫
不
世
位
何
。
股
肱
之
臣
任
事
者
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
股
肱
の
臣
」
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
諸
侯
に
関
し
て
は
、
『
白
虎
通
』
は
春
秋
公
羊
説
を
採
用
し
て
「
諸
侯
を
純
臣

（
直
属
の
臣
下
）
と
せ
ず
」
（
王
者
不
臣
篇
）
と
規
定
し
て
い
る
（
忽
o

つ
ま
り
、
『
白
虎
通
』
で
は
意
図
的
に
王
制
の
所
説
を
取
捨
選
択
し
、
よ
り
強
く
諸
侯
を
統
制
す
る
規
定
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
『
白
虎
通
』
の
規
定
は
「
牧
伯
」
の
位
置
づ
け
が
諸
侯
の
一
つ
と
し
て
で
は
な
く
、
天
子
の
耳

目
と
し
て
の
性
格
を
強
く
意
識
し
て
い
た
点
に
特
徴
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
経
書
に
お
け
る
「
牧
伯
」
に
は
諸
侯
と
し
て
の
側
面
と
天
子
の
耳
目
と
し
て
の
側
面
と
が
あ
っ
た
。
後
漢
の
欽

定
法
典
的
性
格
を
帯
び
る
『
白
虎
通
』
に
お
け
る
理
解
は
、
「
牧
伯
」
に
対
す
る
耳
目
と
し
て
の
認
識
を
強
め
、
地
方
の
諸
侯
を
監
察
す
る

中
央
派
遣
官
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
監
察
を
担
う
の
は
君
命
へ
の
従
属
性
が
強
い
天
子
の
大
夫
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
『
白
虎
通
』

の
規
定
は
「
牧
伯
」
を
単
な
る
諸
侯
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
天
子
の
耳
目
と
し
て
の
性
格
を
強
く
意
識
し
て
い
た
点
に
特
徴
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

漢
代
に
お
け
る
州
牧
と
刺
史
に
対
す
る
認
識
を
め
ぐ
っ
て
（
植
松

「
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東
洋
史
論
集
四
一前

漢

末

i
王

葬

新

の

州

牧

と

「
牧
伯
」

そ
れ
で
は
、
前
節
で
検
討
し
た
経
書
に
お
け
る
「
牧
伯
」
の
用
例
と
そ
の
経
学
上
の
解
釈
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
漢
代
の
州
牧
・
刺
史
の

あ
り
方
と
こ
れ
に
対
す
る
同
時
代
に
お
け
る
認
識
を
究
明
し
た
い
。
そ
の
際
、
こ
の
考
察
を
前
漢
末
、
王
葬
新
、
後
漢
の
順
に
行
う
。
ま
ず
、

本
節
で
は
前
漢
末
と
王
葬
新
の
州
牧
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
成
帝
の
緩
和
元
年
（
前
八
）
、
刺
史
は
州
牧
に
改
め
ら
れ
た
。
従
来
の
研
究
は
、
こ
の
州
牧
設
置
を
非
常
に
重

視
し
、
例
え
ば
、
藤
岡
喜
久
男
氏
は
、
緩
和
元
年
の
州
牧
へ
の
改
制
が
そ
の
監
察
官
と
し
て
の
機
能
強
化
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

結
果
、
官
秩
上
、
州
牧
（
真
二
千
石
）
は
九
卿
（
中
二
千
石
）
と
郡
国
守
相
（
二
千
石
）
と
の
間
の
官
僚
と
し
て
措
定
さ
れ
た
と
さ
れ
る
さ
。

ま
た
、
阿
部
幸
信
氏
は
、
緩
和
元
年
の
改
制
の
結
果
、
周
制
に
擬
せ
ら
れ
た
地
方
官
制
で
は
県
長
・
侯
国
相
が
黒
綬
（
H
大
夫
）
と
な
り
、

州
牧
の
監
察
対
象
が
県
長
・
侯
国
相
に
ま
で
拡
大
し
、
州
牧
は
大
夫
以
上
の
長
吏
を
監
察
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
指
摘
さ
れ

る
五
百
つ
ま
り
、
制
度
上
、
州
牧
の
位
置
づ
け
は
成
帝
期
の
改
制
に
よ
っ
て
従
前
の
刺
史
と
比
べ
、
大
き
く
向
上
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
州
牧
は
、
哀
帝
の
建
平
二
年
（
前
五
）

1
元
寿
二
年
（
前
一
）
の
聞
に
、
再
び
刺
史
に
戻
さ
れ
て
い
る
。
序
で
述
べ
た
よ

う
に
、
保
科
季
子
氏
に
よ
れ
ば
、
前
漢
末
に
は
州
牧
の
設
置
を
主
張
し
た
「
古
制
」
派
と
、
こ
れ
を
批
判
し
て
刺
史
の
復
活
を
主
張
し
た
「
漢

家
故
事
」
派
と
の
対
立
が
展
開
し
て
い
た
さ
。
こ
の
刺
史
復
活
を
提
案
し
た
人
物
は
「
漢
家
故
事
」
派
の
朱
博
で
あ
り
、
『
漢
書
』
巻
八
三

朱
博
伝
に
は
、
彼
の
上
奏
文
と
し
て
、

漢
家
至
徳
博
大
、
宇
内
高
里
、
立
置
郡
勝
。
部
刺
史
奉
使
典
州
、
督
察
郡
園
、
吏
民
安
寧
。
故
事
、
居
部
九
歳
奉
矯
守
相
、
其
有
異
材

功
数
著
者
轍
登
擢
。
樹
割
耐
劃
周
1
劇
劇
刻
剰
組
。
前
丞
相
（
翠
）
方
進
奏
罷
刺
史
、
更
置
州
牧
、
秩
聖
子
石
、
位
次
九
卿
。
九
卿

娘
、
以
高
拡
補
、
其
中
材
則
有
自
守
而
己
。
割
引
矧
閥
剰
1
到
釧
利
刻
。
臣
請
罷
州
牧
、
置
刺
史
如
故
。
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と
見
え
て
い
る
。
朱
博
が
強
調
す
る
の
は
、
「
故
事
」
の
刺
史
は
そ
の
官
秩
が
卑
し
く
と
も
賞
賜
が
手
厚
い
た
め
、
「
成
功
を
勧
め
進
む
を

楽
し
」
ん
で
い
た
の
に
対
し
、
「
秩
真
二
千
石
」
・
「
位
九
卿
に
次
ぐ
」
州
牧
が
制
度
上
、
高
い
地
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
た
め
、
「
功
放
の

陵
夷
し
、
姦
軌
の
禁
ぜ
ざ
る
を
恐
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朱
博
は
従
前
の
刺
史
を
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
書
巻
七
二
飽
宣
伝
を
見
る
と
、
哀
帝
期
（
前
六

i
前
一
）
の
予
州
牧
飽
宣
に
つ
い
て
、

（
飽
宣
）
遷
議
州
牧
。
歳
齢
、
丞
相
司
直
郭
欽
奏
、
「
官
一
奉
錯
煩
苛
、
代
二
千
石
署
吏
聴
訟
。
所
察
過
詔
係
。
行
部
乗
惇
去
法
駕
、
駕

一
馬
、
合
宿
郷
亭
、
矯
衆
所
非
。
」
宣
坐
免
。

と
あ
り
、
彼
が
郡
国
の
二
千
石
に
代
わ
っ
て
官
吏
の
人
事
や
聴
訟
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
た
た
め
、
「
詔
候
」
（
刺
史
の
監
察
対
象
を
示
し

た
六
条
詔
条
）
の
規
定
を
逸
脱
し
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
弾
劾
を
受
け
、
罷
免
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
哀
帝
期
の
段
階
に
お
い
て
さ
え
、

州
牧
は
そ
れ
ま
で
の
刺
史
と
同
じ
く
「
詔
保
」
に
よ
っ
て
職
責
を
果
た
す
べ
き
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
と
朱

博
が
州
牧
の
問
題
点
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
処
置
は
、
州
牧
が
実
際
の
運
用
面
で
は
従
前
の
刺
史
か
ら
脱
し
き

れ
ず
に
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

こ
の
当
時
、
朱
博
が
刺
史
の
有
効
性
を
主
張
し
、
州
牧
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
点
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
彼
の
主
張
に
あ
る
程
度

の
妥
当
性
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
見
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
州
牧
設
置
と
同
時
期
に

施
行
さ
れ
た
三
公
制
も
同
様
で
あ
る
さ
。
朱
博
は
、
刺
史
だ
け
で
は
な
く
、
御
史
大
夫
（
三
公
制
施
行
の
た
め
廃
止
さ
れ
て
い
た
）
の
復
活

も
主
張
し
て
お
り
、
同
書
巻
八
三
朱
博
伝
に
、

議
者
多
以
一
潟
、
古
今
異
制
、
漢
自
天
下
之
競
下
至
佐
史
皆
不
同
於
古
。
市
濁
改
三
公
、
職
事
難
分
明
、
無
益
於
治
鼠
。

と
あ
る
よ
う
に
、
三
公
制
に
対
す
る
批
判
的
な
意
見
は
多
か
っ
た
と
言
う
。
前
漢
末
の
諸
改
革
に
は
多
様
な
側
面
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
と

く
に
地
方
社
会
の
統
治
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
州
制
に
つ
い
て
言
え
ば
、
制
度
面
で
の
位
置
づ
け
と
統
治
機
能
の
有
効
性
と
の
問
で
揺

れ
動
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
州
牧
に
対
す
る
評
価
は
「
古
制
」
派
と
「
漢
家
故
事
」
派
と
の
間
で
は
全
く
異
な
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

漢
代
に
お
け
る
州
牧
と
刺
史
に
対
す
る
認
識
を
め
ぐ
っ
て
（
植
松

円
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東
洋
史
論
集
四
一

何
武
・
程
方
進
は
古
制
に
も
と
づ
く
と
さ
れ
る
州
牧
の
設
置
を
主
張
し
、
『
春
秋
』
の
義
の
「
貴
き
を
用
ゐ
て
賎
し
き
を
治
む
」
（
『
春
秋
穀

梁
伝
』
昭
公
四
年
）
と
い
う
「
位
次
の
序
」
を
重
視
し
た
を
。
州
牧
設
置
よ
り
前
の
刺
史
も
、
何
武
・
程
方
進
に
よ
る
建
議
に
成
帝
期
の
刺

史
が
「
牧
伯
の
位
に
居
」
る
と
記
述
さ
れ
て
い
た
り
、
ま
た
、
何
武
が
こ
の
建
議
を
出
す
以
前
に
「
刺
史
は
古
の
方
伯
」
（
『
漢
書
』
巻
八

六
何
武
伝
）
と
発
言
し
た
り
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
牧
伯
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
古
制
」
派
は
「
位
下
大
夫
」

の
刺
史
が
郡
国
の
二
千
石
に
臨
む
の
は
「
軽
重
は
相
ひ
準
ぜ
ず
、
位
次
の
序
を
失
」
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
「
位

次
の
序
」
を
重
視
し
た
「
古
制
」
派
は
、
郡
国
の
守
相
を
統
制
す
る
州
牧
は
彼
ら
の
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
古
制
の
州
牧
の
設
置
が
不
可
欠
で
あ
る
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
「
漢
家
故
事
」
派
の
朱
博
は
、
従
前
の
刺
史
の
有
効
性
を
重
視
し
、
州
牧
の
制
度
的
な
地
位
の
高
さ
が
却
っ
て
逆
効
果
に

な
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
「
漢
家
故
事
」
派
は
古
制
と
漢
制
と
の
差
異
を
示
す
「
古
今
異
制
」
（
前
引
朱
博
伝
）
を
強
調

し
て
漢
朝
の
伝
統
的
な
制
度
を
尊
重
し
、
刺
史
へ
の
回
帰
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
「
古
制
」
派
と
「
漢
家
故
事
」
派
は
州
牧
・
刺
史
の
い
ず
れ
を
選
択
す
べ
き
か
と
い
う
点
で
は
対
立
し

つ
つ
、
両
派
と
も
古
制
の
州
牧
と
漢
制
の
刺
史
と
が
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
漢
制
と
儒
家
思
想

と
の
関
係
に
お
い
て
、
こ
の
点
は
前
漢
末
に
お
け
る
両
派
の
特
徴
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
「
漢
家
故
事
」
派
が
台
頭
し
た
哀
帝
期
を
過
ぎ
る
と
、
「
古
制
」
派
が
「
漢
家
故
事
」
派
を
駆
逐
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た

な
か
、
王
葬
の
登
場
に
よ
っ
て
、
儒
教
政
策
が
よ
り
一
層
推
進
さ
れ
、
新
王
朝
の
樹
立
に
至
る
さ
。
王
葬
新
の
地
方
官
制
に
つ
い
て
、
『
漢

書
』
巻
九
九
中
王
葬
伝
、
天
鳳
元
年
（
一
四
）
七
月
の
条
を
見
る
と
、

（
王
）
葬
以
周
官
・
王
制
之
文
、
置
卒
正
・
連
率
・
大
予
、
職
如
太
守
。
属
令
・
属
長
、
職
知
都
尉
。
置
州
牧
・
部
監
二
十
五
人
、
見

種
如
三
公
。
監
位
上
大
夫
、
各
主
五
郡
。
斜
同
桝
桝
ォ
倒
剥
制
国
可
制
同
劇
割
1
司
副
周
剣
ォ
射
同
劇
到
、
皆
世
其
官
。
其
無
爵
者
為

ヰ
ア
。

と
あ
り
、
『
周
官
（
周
礼
）
』
・
『
礼
記
』
王
制
に
も
と
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
地
方
官
が
五
等
爵
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
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す
な
わ
ち
、
州
牧
に
は
公
爵
が
任
命
さ
れ
、
以
下
、
漢
制
の
郡
太
守
に
相
当
す
る
卒
正
は
侯
爵
、
連
率
は
伯
爵
、
郡
都
尉
に
相
当
す
る
属
令

は
子
爵
、
属
長
は
男
爵
が
任
命
さ
れ
、
そ
の
官
を
世
襲
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
各
級
の
地
方
官
は
五
等
爵
（
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
）

を
保
有
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
は
州
牧
が
最
も
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
地
皇
元
年
（
二

O
）
に
地
方
官
に
対

し
て
付
与
さ
れ
た
将
軍
号
を
見
る
と
、
州
牧
は
大
将
軍
、
卒
正
・
連
率
・
郡
大
予
は
偏
将
軍
、
属
令
・
属
長
は
禅
将
軍
、
県
宰
（
漢
制
の
県

の
令
長
に
相
当
）
は
校
尉
と
い
う
序
列
と
な
っ
て
い
る
（
同
書
巻
九
九
下
王
葬
伝
、
地
皇
元
年
の
条
）
。

王
葬
新
に
お
け
る
爵
位
や
将
軍
号
の
規
定
を
見
る
と
、
州
牧
は
最
上
位
の
地
方
長
官
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ

ら
に
、
王
葬
新
の
地
方
官
制
は
、
五
等
爵
を
軸
と
し
て
経
書
の
記
述
を
再
現
す
る
形
で
構
築
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
同
じ
く
州
牧
を
設
置
し
た
「
古
制
」
派
と
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
王
葬
新
に
お
い
て
も
「
位
次
の
序
」
と
い
う
整
然
と
し
た
位
階

秩
序
が
重
視
さ
れ
、
こ
の
秩
序
原
理
に
即
し
た
地
方
官
制
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
位
次
の
序
」
が
反
映
さ

れ
た
州
牧
制
度
は
、
成
帝
期
以
降
の
好
余
曲
折
を
へ
て
、
よ
う
や
く
こ
こ
に
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
光
武

帝
期
に
入
る
と
、
州
牧
の
廃
止
が
実
行
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
歴
史
的
事
実
は
軽
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
筆
者

は
光
武
帝
期
の
刺
史
改
革
の
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
あ
る

g
が
、
前
漢
末
i
王
葬
新
に
お
け
る
州
牧
の
位
置
づ
け
を
見
た
場

合
、
「
位
次
の
序
」
に
即
し
た
州
牧
が
刺
史
改
革
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
以
降
の
刺
史
が
「
位
次
の
序
」
と
は
異
な
る
原
理
に

規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
前
漢
末
に
お
け
る
「
古
制
」
派
と
「
漢
家
故
事
」
派
と
の
間
で
は
州
牧
・
刺
史
の
い
ず
れ
を
選
択
す
べ
き
か
と
い
う
点

で
は
対
立
し
て
い
た
が
、
両
派
の
共
通
認
識
と
し
て
、
古
制
の
州
牧
と
漢
制
の
刺
史
と
が
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
。
こ

う
し
た
な
か
、
「
古
制
」
派
は
州
牧
を
郡
国
の
守
相
よ
り
上
位
の
官
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
に
対
し
、
「
漢
家
故
事
」
派
は
従
前
の
刺
史
の

有
効
性
を
重
視
し
た
た
め
、
当
該
期
の
州
制
は
州
牧
と
刺
史
の
置
廃
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
一
方
、
王
葬
新
で
は
州
牧
が
最
上
位
の
地
方
長
官

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
地
方
官
制
は
経
書
の
記
述
を
再
現
す
る
形
で
構
築
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
州
牧
設
置
を
主
張

し
た
「
古
制
」
派
や
王
葬
新
は
「
位
次
の
序
」
と
い
う
整
然
と
し
た
位
階
秩
序
を
重
視
し
て
い
た
が
、
光
武
帝
期
に
州
牧
が
廃
止
さ
れ
た
こ

漢
代
に
お
け
る
州
牧
と
刺
史
に
対
す
る
認
識
を
め
ぐ
っ
て
（
植
松
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と
は
こ
れ
以
降
の
刺
史
が
「
位
次
の
序
」
と
は
異
な
る
原
理
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

後

漢

の

州

牧

「
牧
伯
」

刺

史

と

序
で
述
べ
た
よ
う
に
、
光
武
帝
期
の
刺
史
改
革
以
降
、
刺
史
制
度
下
に
あ
っ
て
も
刺
史
は
「
牧
伯
」
と
称
さ
れ
る
事
例
が
散
見
す
る
。
小

嶋
茂
稔
氏
は
、
後
漢
の
刺
史
は
同
時
代
人
に
州
牧
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
刺
史
が
行
政
官
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

す
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
第
一
節
で
は
章
帝
期
の
『
白
虎
通
』
に
お
い
て
「
牧
伯
」
が
地
方
の
諸
侯
を
監
察
す
る
官
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
刺
史
が
「
牧
伯
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
、
そ
れ
が
行
政
官
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
と
は
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
点
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
後
漢
の
州
牧
・
刺
史
が
ど
の
よ
う
に

認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
を
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
刺
史
改
革
に
先
立
っ
て
、
光
武
帝
は
州
牧
を
ど
の
よ
う
な
官
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
天
下
統
一
（
建

武
一
二
年
〔
三
六
〕
）
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
光
武
帝
が
任
命
し
た
州
牧
は
軍
事
や
民
政
な
ど
で
活
躍
す
る
こ
と
が
あ
っ
た

g
が
、
こ
の

時
期
の
州
牧
に
窺
わ
れ
る
性
格
は
そ
れ
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
『
後
漢
書
』
伝
一
九
飽
永
列
伝
、
李
賢
注
所
引
『
東
観
記
』
に
、
飽
永
を

売
州
牧
に
任
命
す
る
詔
書
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、

詔
書
迎
下
（
飽
）
永
田
、
「
：
：
：
以
君
附
閥
剖
回
。
其
以
永
矯
充
州
牧
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
「
惟
握
の
近
臣
」
飽
永
を
州
牧
と
し
て
地
方
に
派
遣
す
る
こ
と
が
詔
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
後
漢
書
』
伝

二
三
朱
浮
列
伝
に
は
、
建
武
六
年
（
三

O
）
に
執
金
吾
朱
浮
の
上
疏
が
載
せ
ら
れ
て
い
て
、

（
光
武
帝
）
即
位
以
来
、
不
用
蕎
典
、
信
刺
翠
之
官
（
州
牧
）
、
瓢
鼎
輔
（
三
公
）
之
任
、
至
於
有
所
劾
奏
、
便
加
免
退
、
覆
案
不
関

三
府
、
罪
讃
不
蒙
澄
察
。
陛
下
以
使
者
（
州
牧
）
矯
腹
心
、
市
使
者
以
従
事
矯
耳
目
。
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と
見
え
る
。
光
武
帝
は
、
州
牧
が
「
二
千
石
・
長
吏
」
（
郡
国
の
二
千
石
と
県
の
令
長
・
丞
尉
）
を
弾
劾
し
た
際
、
そ
の
人
事
を
三
公
府
に

委
任
せ
ず
、
権
限
を
州
牧
に
帰
し
た
。
こ
の
施
策
に
反
対
す
る
朱
浮
が
州
牧
を
光
武
帝
の
「
使
者
」
・
「
腹
心
」
と
表
現
す
る
よ
う
に
、
上

疏
中
で
の
州
牧
は
郡
県
の
上
位
に
立
つ
行
政
官
で
は
な
く
、
「
皇
帝
の
使
者
」
と
し
て
の
側
面
が
前
面
に
出
て
お
り

g
、
ま
た
、
「
刺
皐
の

宮
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
第
一
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
章
帝
期
の
『
白
虎
通
』
は
「
牧
伯
」
を
天
子
の
大
夫

が
担
う
べ
き
地
方
監
察
官
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。
朱
浮
列
伝
の
記
述
を
見
る
と
、
光
武
帝
期
の
州
牧
の
位
置
づ
け
は
こ
れ
に
先
駆
け
る

も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

つ
ぎ
に
、
刺
史
改
革
以
降
の
事
例
に
つ
い
て
、
『
後
漢
書
』
伝
七
一
独
行
列
伝
・
沼
式
伝
を
見
る
と
、
建
武
年
間
（
二
五

i
五
六
）
の
荊

州
刺
史
活
式
が
旧
知
の
孔
嵩
に
向
け
た
発
言
と
し
て
、

昔
輿
子
（
孔
嵩
）
倶
曳
長
裾
、
遊
息
帝
撃
。
五
口
蒙
園
思
、
致
位
牧
伯
、
而
子
懐
道
隠
身
、
慮
於
卒
伍
、
不
亦
惜
平
。

と
あ
る
よ
う
に
、
刺
史
を
「
牧
伯
」
と
表
現
す
る
事
例
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
同
書
伝
七
二
上
方
術
列
伝
・
謝
夷
吾
伝
に
は
、
班
国
が

司
空
第
五
倫
さ
に
命
じ
ら
れ
て
荊
州
刺
史
の
経
験
を
も
っ
謝
夷
吾
を
推
薦
す
る
文
章
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、

愛
牧
荊
州
、
威
行
邦
園
。
奉
法
作
政
、
有
周
（
周
公
）
・
召
（
召
公
）
之
風
、
居
倹
履
約
、
紹
公
儀
（
公
儀
休
）
之
操
。
尋
功
簡
能
、

矯
外
蓋
之
表
、
聴
整
察
賓
、
矯
九
伯
之
冠
。

と
見
え
る
。
小
嶋
氏
に
よ
れ
ば
、
右
の
「
荊
州
に
牧
と
な
る
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
た
の
は
刺
史
が
行
政
官
と
し
て
郡
太
守
と
同
質
の
地

方
官
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
さ
。

た
だ
し
、
こ
の
推
薦
文
を
見
る
と
、
刺
史
本
来
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
表
現
も
看
取
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
撃
を
聴
き
て

賓
を
察
す
」
と
い
う
右
の
記
述
で
あ
る
。
謝
承
『
後
漢
書
』
（
同
伝
、
李
賢
注
所
引
）
に
は
、
こ
の
荊
州
刺
史
謝
夷
吾
と
巡
幸
中
の
章
帝
と

の
逸
話
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
見
え
る
。

（
謝
夷
五
口
）
行
部
始
到
南
陽
勝
、
遇
孝
章
皇
帝
巡
狩
、
駕
幸
魯
陽
。
有
詔
勅
荊
州
刺
史
入
停
録
見
囚
徒
。
：
：
：
夷
吾
所
決
正
一
勝
三
百

飴
事
、
事
輿
上
合
。
而
朝
廷
歎
息
目
、
「
諸
州
刺
史
壷
如
此
者
、
朕
不
憂
天
下
。
」
常
以
働
重
臣
。

漢
代
に
お
け
る
州
牧
と
刺
史
に
対
す
る
認
識
を
め
ぐ
っ
て
（
植
松
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章
帝
臨
席
の
も
と
、
「
囚
徒
を
録
見
」
し
た
謝
夷
吾
の
司
法
監
察
は
的
確
を
極
め
、
章
帝
に
絶
賛
さ
れ
る
。
班
固
の
推
薦
文
に
あ
る
「
撃
を

聴
き
て
賓
を
察
す
る
に
、
九
伯
の
冠
為
り
」
と
い
う
記
述
は
、
こ
の
逸
話
で
描
か
れ
て
い
る
荊
州
刺
史
謝
夷
吾
の
活
躍
と
符
合
し
よ
う
。
無

論
、
班
固
が
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
推
薦
文
を
記
し
た
の
か
ど
う
か
は
判
断
を
留
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
彼
の
推
薦
文
に
は
刺
史

本
来
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
認
識
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

g
。

小
嶋
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
後
漢
の
刺
史
が
明
確
に
州
牧
と
表
現
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
『
後
漢
書
』
伝
三
七
班
超
列
伝
附
班
勇
伝

を
見
る
と
、
安
帝
の
元
初
六
年
（
一
一
九
）
、
班
勇
の
発
言
と
し
て
、

制
判
闘
劃
州
例
制
ー
は
到
剖
矧
到
淵
到
刷
出
。
若
州
牧
能
保
盗
賊
不
起
者
、
臣
亦
願
以
要
斬
保
旬
奴
之
不
矯
漫
害
也
。

と
あ
る
。
小
嶋
氏
は
、
班
勇
が
「
州
牧
」
と
表
現
し
た
背
景
に
は
、
当
時
の
官
人
の
思
惟
の
枠
組
み
の
な
か
に
、
当
時
の
刺
史
と
は
ま
さ
し

く
州
牧
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
さ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
「
州
牧
」
（
刺
史
）
の
役
割
は

「
郡
鯨
の
姦
猪
盗
賊
を
禁
ず
」
、
す
な
わ
ち
治
安
維
持
で
あ
る
。
治
安
維
持
は
郡
県
の
行
政
官
が
管
掌
す
る
職
務
に
当
然
含
ま
れ
る

g
が、

設
置
当
初
の
刺
史
に
も
期
待
さ
れ
た
役
割
で
あ
っ
た
を
。
さ
ら
に
、
御
史
な
ど
中
央
監
察
官
が
治
安
維
持
を
果
た
す
べ
く
派
遣
さ
れ
た
事
例

は
枚
挙
に
逗
が
な
く
号
、
こ
れ
は
治
安
維
持
が
監
察
官
の
職
務
の
一
つ
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
班
勇

の
発
言
は
治
安
維
持
を
担
う
べ
き
官
と
し
て
の
刺
史
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

刺
史
に
対
す
る
認
識
と
治
安
維
持
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
桓
帝
期
の
交
祉
刺
史
張
磐
の
発
言
も
注
目
さ
れ
る
。
同
書
伝
二
八
度
尚
列

伝
に
は
、
延
烹
八
年
（
一
六
五
）
以
降
の
こ
と
と
し
て
、
荊
州
刺
史
度
尚
よ
り
無
実
の
罪
に
お
と
し
い
れ
ら
れ
た
張
磐
の
発
言
が
載
せ
ら
れ

て
お
り
、磐
倒
倒
対
吋
ベ
刺
剣
寸
創
岡
川
刻
、
市
矯
（
荊
州
刺
史
度
）
尚
所
在
、
受
罪
牢
獄
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
園
の
爪
牙
」
と
い
う
語
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
李
賢
注
に
は
「
爪
牙
は
、
猛
獣
を
以
て
喰
へ
と
矯
す
。

園
の
拝
衛
と
震
る
を
言
ふ
な
り
」
と
あ
る
。
前
漢
に
は
国
の
爪
牙
・
爪
牙
の
官
と
見
な
さ
れ
る
官
職
に
前
後
左
右
将
軍
が
あ
り
、
武
帝
期
に

そ
の
活
躍
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
き
に
は
軍
事
行
動
に
従
事
す
る
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

8
。
実
は
、
こ
の
張
磐
の
発
言
に
は
二
人
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の
刺
史
（
張
磐
・
度
尚
）
の
治
安
維
持
の
責
任
を
め
ぐ
る
問
題
が
背
景
と
し
て
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
荊
州
刺
史
度
尚
が
州
内
の
叛
賊
に
蒼

梧
郡
（
交
祉
所
属
）
へ
逃
亡
さ
れ
て
し
ま
い
、
交
祉
刺
史
張
磐
に
そ
の
責
任
を
押
し
つ
け
た
た
め
、
張
磐
は
一
旦
投
獄
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ

の
後
、
彼
が
赦
免
さ
れ
た
際
に
、
自
身
の
功
績
と
潔
白
を
述
べ
た
と
き
の
一
部
が
先
の
発
言
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
張
磐
の
「
位
を
方
伯
（
包

（
刺
史
）
に
備
へ
、
閣
の
爪
牙
と
矯
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
州
内
の
治
安
維
持
を
担
い
、
「
国
の
拝
衛
」
た
る
べ
き
官
と
し
て
の
刺
史
と

い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
第
一
節
に
お
い
て
、
章
帝
期
の
『
白
虎
通
』
は
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
「
牧
伯
」
が
毎
年
巡
行
し
て
、
地
方
の
諸
侯
を
孜
賭
す
る

と
規
定
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
実
際
、
漢
制
の
刺
史
に
は
そ
の
職
務
の
な
か
に
州
内
を
巡
行
す
る
「
行
部
」
（
『
漢
書
』
巻
六
武
帝

紀
、
顔
師
古
注
所
引
『
漢
旧
儀
』
）
が
あ
り
、
ま
た
、
刺
史
は
「
殿
最
（
勤
務
成
績
の
優
劣
）
を
考
す
」
（
『
続
漢
書
』
志
二
八
百
官
志
州

郡
の
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
人
事
に
関
す
る
情
報
を
中
央
政
府
に
報
告
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
に
着
目
す
る
と
、
現
実
の
刺
史
制
度
と
経

学
上
の
「
牧
伯
」
の
規
定
と
の
共
通
点
が
看
取
さ
れ
る
（
包
。
『
白
虎
通
』
に
お
い
て
は
、
天
子
の
大
夫
が
任
命
さ
れ
る
「
牧
伯
」
は
監
察
官

と
し
て
職
務
の
う
え
で
諸
侯
を
統
制
す
る
立
場
に
あ
る
も
の
の
、
「
牧
伯
」
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
大
夫
は
必
ず
し
も
諸
侯
の
上
位
に
立
つ
存

在
と
は
限
ら
な
い
。
「
牧
伯
」
の
立
場
は
、
あ
く
ま
で
大
夫
と
し
て
天
子
の
威
光
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
『
白
虎
通
』

は
経
学
に
お
け
る
「
牧
伯
」
解
釈
を
示
し
つ
つ
、
そ
れ
は
現
実
の
刺
史
が
「
皇
帝
の
使
者
」
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
地
方
監
察
を
担
っ
て
い
た

点
と
も
符
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
〈
必
）
O

そ
も
そ
も
光
武
帝
は
刺
史
改
革
以
前
か
ら
州
牧
を
単
な
る
行
政
官
と
見
な
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
皇
帝
の

使
者
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
光
武
帝
期
の
州
牧
は
、
『
白
虎
通
』
に
お
け
る
「
牧
伯
」
の
位
置
づ
け
に
先
駆
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
刺

史
改
革
以
降
、
刺
史
が
「
牧
伯
」
と
表
現
さ
れ
る
場
合
が
散
見
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
行
政
官
と
し
て
の
刺
史
を
示
す
も
の
で
は

な
い
。
こ
の
点
は
、
本
節
で
検
討
し
て
き
た
実
例
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
後
漢
の
刺
史
に
対
す
る
個
々
人
の
認
識
が
偶
然
に
共
通
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
う
え
で
、
『
白
虎
通
』

の
解
釈
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
『
白
虎
通
』
は
経
学
定
義
集
と
も
称
さ
れ
る
（
必
）
よ
う
に
、
代
表
的
な
経
学
上
の
解
釈
を
集
積
し
た

漢
代
に
お
け
る
州
牧
と
刺
史
に
対
す
る
認
識
を
め
ぐ
っ
て
（
植
松

q
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書
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
後
漢
の
刺
史
が
経
書
中
の
術
語
で
あ
る
「
牧
伯
」
と
表
現
さ
れ
る
際
、
こ
の
よ
う
な
経
学
上
の
考
え
方
と
全
く
無

関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
『
白
虎
通
』
と
い
う
後
漢
の
欽
定
法
典
的
性
格
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
『
白
虎
通
』

が
『
礼
記
』
王
制
の
所
説
を
取
捨
選
択
し
て
、
あ
た
か
も
刺
史
制
度
に
見
立
て
る
よ
う
な
記
述
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
、
儒
家
の
側
で
も
そ

の
学
説
を
現
実
の
制
度
に
接
近
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
向
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
郡
国
の
守
相
や
県
の
令
長
の
よ
う
な
一
般
の
地
方
行
政
官
と
比
較
し
た
場
合
、
刺
史
の
独
自
性
は
よ
り
一
層
明
瞭
と
な
る
。
そ

の
好
例
が
、
後
漢
後
半
期
の
王
符
『
潜
夫
論
』
（
成
書
は
桓
帝
の
頃
）
の
記
述
で
あ
る
。
『
潜
夫
論
』
考
績
篇
に
は
、

夫
守
相
・
令
長
、
数
在
治
民
、
州
牧
・
刺
史
、
在
憲
聴
明
。

あ
ら
は

と
見
え
る
よ
う
に
、
玉
符
は
郡
県
の
「
治
民
」
官
（
郡
国
の
守
相
・
県
の
令
長
）
と
対
比
さ
せ
、
州
牧
・
刺
史
を
「
聴
明
を
憲
す
」
官
と

記
述
し
て
い
る
。
彼
が
州
牧
・
刺
史
を
郡
県
の
「
治
民
」
官
と
区
別
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
本
節
で
引
用
し
た
史
料
を
振
り
返
っ
て

も
、
後
漢
の
州
牧
・
刺
史
に
対
し
て
は
、
「
刺
奉
の
官
」
・
「
使
者
」
・
「
腹
心
」
、
「
閣
の
爪
牙
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
州
牧
・
刺
史

そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
表
現
で
は
な
い
が
、
光
武
帝
は
「
惟
握
の
近
臣
」
を
州
牧
と
し
て
地
方
に
派
遣
す
る
こ
と
を
詔
書
に
－
記
述
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

以
上
を
総
合
す
る
と
、
後
漢
の
刺
史
が
当
時
の
人
々
か
ら
郡
県
の
行
政
官
と
は
異
質
な
存
在
で
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
一

般
の
地
方
行
政
官
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
官
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う

a）
。
同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
筆
者
が
主
張

し
て
き
た
私
見
と
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
刺
史
に
対
す
る
認
識
は
『
白
虎
通
』
と
い
う
経
学
上
の
解
釈
と
軌
を
一
に
す
る
と

と
も
に
、
刺
史
の
本
質
的
側
面
を
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

本
稿
で
の
検
討
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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①
経
書
に
お
け
る
「
牧
伯
」
に
は
諸
侯
と
し
て
の
側
面
と
天
子
の
耳
目
と
し
て
の
側
面
と
が
あ
っ
た
。
後
漢
の
欽
定
法
典
的
性
格
を
帯

び
る
『
白
虎
通
』
で
は
、
「
牧
伯
」
が
地
方
の
諸
侯
を
監
察
す
る
官
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ
の
監
察
を
担
う
の
は
君
命
へ
の
従
属

性
が
強
い
大
夫
と
さ
れ
て
い
た
。
『
白
虎
通
』
の
規
定
は
「
牧
伯
」
の
位
置
づ
け
が
諸
侯
と
し
て
で
は
な
く
、
天
子
の
耳
目
と
し
て
の

性
格
を
強
く
意
識
し
て
い
た
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
。

②
前
漢
末
の
「
古
制
」
派
と
「
漢
家
故
事
」
派
に
は
、
古
制
の
州
牧
と
漢
制
の
刺
史
と
が
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
共
通
認
識

が
あ
り
、
州
牧
と
刺
史
の
置
廃
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
一
方
、
王
葬
新
は
経
書
の
記
述
を
再
現
す
る
形
で
、
州
牧
を
最
上
位
の
地
方
長
官

と
し
て
位
置
づ
け
た
。
州
牧
を
設
置
し
た
「
古
制
」
派
や
王
葬
新
は
「
位
次
の
序
」
を
重
視
し
た
が
、
光
武
帝
期
の
州
牧
廃
止
は
こ
れ

以
降
の
刺
史
が
「
位
次
の
序
」
と
は
異
な
る
原
理
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

③
光
武
帝
期
の
州
牧
は
「
皇
帝
の
使
者
」
と
し
て
認
識
さ
れ
、
こ
れ
は
『
白
虎
通
』
に
お
け
る
「
牧
伯
」
の
位
置
づ
け
に
先
駆
け
る
も

の
で
あ
っ
た
。
刺
史
改
革
以
降
も
「
牧
伯
」
と
い
う
表
現
が
散
見
す
る
が
、
①
を
踏
ま
え
て
考
え
た
場
合
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
行

政
官
と
し
て
の
刺
史
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
実
例
を
検
討
す
る
と
、
当
時
の
刺
史
が
郡
県
の
行
政
官
と
は
異
質
な
存
在
で
あ
る

と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
刺
史
に
対
す
る
認
識
は
『
白
虎
通
』
と
い
う
経
学
上
の
解
釈
と
軌
を
一
に
す
る
と
と

も
に
、
刺
史
の
本
質
的
側
面
を
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

F
h
d
 

A
吐

近
年
の
漢
代
史
研
究
で
は
、
前
漢
末

i
王
葬
新
の
国
制
に
お
け
る
古
制
の
影
響
を
重
視
し
、
後
漢
の
国
制
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
嫌
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
見
方
か
ら
で
は
捉
え
き
れ
な
い
動
き
と
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
光

武
帝
期
の
刺
史
改
革
が
あ
る
。

本
稿
で
の
検
討
が
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
州
制
と
い
う
限
ら
れ
た
観
点
か
ら
の
考
察
で
は
あ
る
が
、
前
漢
末

i
後
漢
に
お
け
る

漢
制
は
つ
ぎ
の
三
段
階
を
へ
て
、
儒
家
思
想
を
そ
の
う
ち
に
包
摂
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
段
階
は
漢
制
と
儒
家
思

想
に
も
と
づ
く
古
制
と
が
い
ま
だ
対
立
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
前
漢
末
、
第
二
段
階
は
古
制
へ
の
改
変
に
よ
る
漢
制
か
ら
の
脱
却
を
打
ち
出

漢
代
に
お
け
る
州
牧
と
刺
史
に
対
す
る
認
識
を
め
ぐ
っ
て
（
植
松
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し
た
王
葬
新
、
第
三
段
階
は
漢
制
に
お
け
る
儒
家
思
想
の
浸
透
が
明
確
に
な
っ
た
後
漢
で
あ
る
。

こ
こ
で
前
漢
末
と
後
漢
と
を
比
較
し
た
場
合
、
漢
制
と
儒
家
思
想
と
の
関
係
に
お
い
て
、
興
味
深
い
時
代
的
な
変
化
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
。
そ
れ
は
国
制
を
規
定
す
る
発
想
の
転
換
で
あ
る
。
前
漢
末
の
「
古
制
」
派
は
漢
制
の
刺
史
か
ら
古
制
の
州
牧
へ
の
改
変
を
企
図
し
、

「
漢
家
故
事
」
派
は
そ
れ
に
反
対
す
る
主
張
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
、
後
漢
で
は
現
実
の
刺
史
と
経
学
上
の
「
牧
伯
」
解
釈
と
が
対
立
的

に
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
制
度
と
理
念
両
面
か
ら
窺
え
る
州
制
は
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

後
漢
を
建
国
し
た
光
武
帝
は
、
当
初
は
州
牧
を
採
用
し
た
が
、
刺
史
改
革
に
よ
っ
て
、
漢
制
の
刺
史
を
選
択
し
た
さ
。
確
か
に
こ
れ
は
、

前
漢
末
以
降
の
古
制
に
即
し
て
漢
制
を
再
編
す
る
と
い
う
潮
流
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
漢
制
へ
の
回
帰
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
潮
流
に
対

す
る
逆
行
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
漢
制
た
る
刺
史
が
古
制
の
「
牧
伯
」
に
見
立
て
ら
れ
た
と
い
う
点
は
、
儒
家

思
想
が
よ
り
深
く
、
か
つ
前
漢
末
と
は
異
な
る
形
で
漢
制
に
浸
透
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
後
漢
で
は
前
漢
末
以
降
の
国

制
改
革
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
そ
の
背
景
に
は
「
古
制
」
派
と
も
「
漢
家
故
事
」
派
と
も
異
な
る
、
古
制
か
漢
制
か
と
い
う
二
者
択
一
的
な

発
想
を
乗
り
越
え
た
認
識
が
根
底
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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註
（l
）
和
田
清
氏
は
、
前
近
代
中
国
に
お
け
る
官
制
発
達
の
過
程
に
見
ら
れ
る
特
色
の
一
っ
と
し
て
、
儒
教
の
影
響
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
同
氏
編
著
『
支

那
官
制
発
達
史
｜
特
に
中
央
集
権
と
地
方
分
権
と
の
消
長
を
中
心
と
し
て
｜
』
一
九
四
二
年
初
出
、
汲
古
書
院
、
一
九
七
三
年
、
一
一

1
一
四
頁
）
。

ま
た
、
同
書
の
第
二
章
「
秦
漢
時
代
」
で
は
、
棲
井
芳
朗
氏
も
当
該
時
代
の
官
制
に
儒
家
思
想
が
作
用
し
て
い
た
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
六
九
頁
）
。

（2
）
代
表
的
な
論
考
と
し
て
は
、
渡
辺
信
一
郎
A

「
中
華
帝
国
・
律
令
法
・
礼
的
秩
序
」
（
川
北
稔
・
鈴
木
正
幸
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
歴
史
学
と
現
在
』

柏
書
房
、
一
九
九
五
年
、
所
収
）
、

B

「
天
下
観
念
と
中
国
に
お
け
る
古
典
的
国
制
の
成
立
」
（
二

O
O
二
年
初
出
、
同
氏
『
中
国
古
代
の
王
権
と
天
下

秩
序
｜
日
中
比
較
史
の
視
点
か
ら
｜
』
校
倉
書
房
、
二

O
O三
年
、
所
収
）
、
保
科
季
子
「
前
漢
後
半
期
に
お
け
る
儒
家
礼
制
の
受
容
l
漢
的
伝
統
と



3 

の
対
立
と
皇
帝
観
の
変
貌
｜
」
（
『
歴
史
と
方
法
三
方
法
と
し
て
の
丸
山
異
男
』
青
木
書
店
、
一
九
九
八
年
）
、
阿
部
幸
信
「
漢
代
官
僚
機
構
の
構
造
｜

中
国
古
代
帝
国
の
政
治
的
上
部
構
造
に
関
す
る
試
論
｜
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
一
三
、
二

O
O三
年
）
、
渡
遺
義
浩
「
後
漢
儒
教
の
固
有
性

i

『
白
虎
通
』
を
中
心
と
し
て
｜
」
（
二

O
O五
年
初
出
、
の
ち
改
題
の
う
え
、
同
氏
『
後
漢
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
成
立
』
汲
古
書
院
、
二

O
O

九
年
、
所
収
）
な
ど
。

前
掲
註
（
2
）
渡
辺
氏
B
論
文
参
照
。

前
掲
註
（
2
）
保
科
氏
論
文
参
照
。

漢
代
の
州
制
研
究
に
つ
い
て
は
、
棲
井
芳
朗
「
御
史
制
度
の
形
成
（
上
）
（
下
）
」
（
『
東
洋
学
報
』
二
三
l
二
・
三
、
一
九
三
六
年
）
、
厳
耕
望
『
中

園
地
方
行
政
制
度
史
甲
部
秦
漢
地
方
行
政
制
度
』
（
一
九
三
六
年
初
出
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
之
四
五
、
一
九
九

O
年
）
、
安
作
嘩

・
熊
鉄
基
『
秦
漢
官
制
史
稿
』
下
冊
（
斉
魯
書
社
、
一
九
八
五
年
）
第
二
編
第
一
章
「
州
」
、
王
勇
華
『
秦
漢
に
お
け
る
監
察
制
度
の
研
究
』
（
朋
友
書

店
、
二

O
O四
年
）
、
注
清
『
両
漢
貌
晋
南
朝
州
・
刺
史
制
度
研
究
』
（
合
肥
工
業
大
学
出
版
社
、
二

O
O六
年
）
、
小
嶋
茂
稔
『
漢
代
国
家
統
治
の
構

造
と
展
開
｜
後
漢
国
家
論
研
究
序
説
l
』
（
汲
古
書
院
、
二

O
O九
年
）
、
紙
屋
正
和
「
漢
時
代
に
お
け
る
郡
県
制
と
州
牧
・
刺
史
」
（
同
氏
『
漢
時
代

に
お
け
る
郡
県
制
の
展
開
』
朋
友
書
店
、
二

O
O九
年
、
所
収
）
な
ど
を
参
照
。

本
稿
で
は
、
成
帝
期
（
前
三
二

i
前
七
）
か
ら
前
漢
滅
亡
（
後
八
）
ま
で
を
前
漢
末
と
称
す
。

前
掲
註
（
2
）
渡
辺
氏
B
論
文
一
三
一
頁
、
保
科
氏
論
文
二
四
五

i
二
四
八
頁
参
照
。

小
嶋
茂
稔
「
後
漢
の
国
制
に
お
け
る
『
州
』
の
位
置
」
（
二

O
O六
年
初
出
、
前
掲
註
（
5
）
小
嶋
氏
著
書
所
収
）
。
な
お
、
光
武
帝
期
の
州
牧
廃
止
・

刺
史
設
置
に
つ
い
て
、
小
嶋
氏
は
そ
の
要
因
を
国
制
面
に
お
け
る
諸
侯
王
・
諸
侯
王
国
の
存
在
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

前
掲
註
（
5
）
小
嶋
氏
著
書
二
二
一
頁
1
二
二
七
頁
参
照
。

拙
稿
A

「
後
漢
時
代
に
お
け
る
刺
史
の
『
行
政
官
化
』
再
考
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
六
、
二

O
O八
年
）
、

B

「
後
漢
末
の
州
牧
と
刺
史
に

つ
い
て
」
（
『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
一

O
、
二

O
一
O
年）、

C

「
光
武
帝
期
の
官
制
改
革
と
そ
の
影
響
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
九
、
二

一年）。

月

iaせ

4 5 6 7
）
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東
洋
史
論
集
四
一

11 

前
掲
註
（
叩
）
拙
稿
B
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
黄
巾
の
乱
（
一
八
四
）
以
降
の
後
漢
末
で
は
州
制
が
大
き
く
変
容
す
る
た
め
、
本
稿
の
検
討
で
は

後
漢
末
に
つ
い
て
は
捨
象
す
る
。

な
お
、
『
周
礼
』
に
お
い
て
は
、
州
が
最
も
広
域
の
地
方
単
位
で
は
な
く
、
よ
り
広
域
の
地
方
単
位
と
し
て
「
郷
」
（
五
州
を
以
て
一
郷
と
す
る
）
が

あ
る
（
地
官
・
大
司
徒
）
。

12 

『
説
苑
』
君
道
篇
と
ほ
ぼ
類
似
の
史
料
が
文
帝
期
の
韓
嬰
『
韓
詩
外
伝
』
巻
六
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
州
牧
に
対
す
る
認
識
は
文

帝
期
頃
ま
で
遡
り
得
る
と
さ
れ
よ
う
。

（
日
）
『
白
虎
通
』
に
つ
い
て
は
、
日
原
利
国
A

「
『
白
虎
通
義
』
研
究
緒
論
！
と
く
に
札
制
を
中
心
と
し
て
｜
」
（
一
九
六
二
年
初
出
）
、

B

「
白
虎
観
論
議

の
思
想
史
的
位
置
づ
け
」
（
一
九
六
七
年
初
出
、
以
上
二
篇
、
同
氏
『
漢
代
思
想
の
研
究
』
研
文
出
版
、
一
九
八
六
年
、
所
収
）
、
池
田
秀
三
「
『
白
虎

通
義
』
と
後
漢
の
学
術
」
（
小
南
一
郎
編
『
中
国
古
代
礼
制
研
究
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
五
年
、
所
収
）
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
本

稿
で
は
陳
立
『
白
虎
通
疏
証
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
四
年
）
を
底
本
と
す
る
。

（
日
）
前
掲
註
（
凶
）
池
田
氏
論
文
は
、
『
白
虎
通
』
の
「
欽
定
国
憲
」
説
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
た
だ
ち
に
『
国
憲
』
と
称
す
る
こ
と
は
正
確
で

な
い
と
し
て
も
、
実
質
上
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
論
述
で
は
、
『
欽
定
法
典
』
も
し
く
は
『
法
典
』
と
い

う
言
い
方
を
用
い
る
」
（
二
七
九
頁
）
と
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
池
田
氏
の
見
解
に
従
う
。

（
日
）
渡
遁
義
浩
氏
は
『
白
虎
通
』
の
諸
規
定
に
着
目
し
、
州
牧
を
含
む
国
家
制
度
が
儒
教
の
経
義
に
よ
り
正
統
化
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
前

掲
註
（
2
）
渡
遺
氏
論
文
）
。

（
げ
）
『
春
秋
繁
露
』
に
つ
い
て
は
、
重
津
俊
郎
「
董
仲
静
研
究
」
（
一
九
四
三
年
初
出
、
同
氏
『
周
漢
思
想
研
究
』
大
空
社
、
一
九
九
八
年
、
所
収
）
、
日

原
利
国
「
『
春
秋
繁
露
』
」
（
一
九
七
七
年
初
出
、
前
掲
註
（
凶
）
所
掲
の
日
原
氏
著
書
所
収
）
な
ど
を
参
照
。

（
国
）
た
だ
し
、
四
部
叢
刊
『
白
虎
通
徳
論
』
は
「
牧
」
の
み
に
作
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
監
察
の
意
で
は
な
く
、
牧
民
の
意
に
解
す
る
余
地
も
生
じ
る

が
、
「
牧
（
牧
視
）
」
の
対
象
が
諸
侯
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
監
察
な
い
し
は
そ
れ
に
準
ず
る
意
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

前
掲
註
（
凶
）
日
原
氏
A
論
文
二
八
六
頁
参
照
。

13 19 
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こ
の
『
白
虎
通
』
に
見
ら
れ
る
『
礼
記
』
王
制
の
恋
意
的
な
利
用
を
は
じ
め
、
『
白
虎
通
』
が
構
想
す
る
国
家
像
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
南
部
英
彦
「
『
白

虎
通
』
の
国
家
構
想
の
特
質
と
『
孝
経
』
」
（
『
山
口
大
学
教
育
学
部
研
究
論
叢
人
文
科
学
・
社
会
科
学
』
玉
一

l
一
、
二

O
O
一
年
）
が
詳
述
さ
れ

て
い
る
。

前
掲
註
（
凶
）
日
原
氏
A
論
文
二
八
七

i
二
九

O
頁、

B
論
文
一
二

O
四
i
一ニ

O
六
頁
参
照
。

た
だ
し
、
前
掲
註
（
U
）
日
原
氏
A
論
文
は
、
諸
侯
が
礼
規
定
と
し
て
は
「
不
純
臣
」
（
『
白
虎
通
』
王
者
不
臣
篇
）
を
承
認
さ
れ
て
い
た
が
、
様
々
な

規
定
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
事
実
上
、
郡
県
制
下
の
地
方
長
官
と
同
様
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

藤
岡
喜
久
男
「
前
漢
の
監
察
制
度
に
関
す
る
一
考
察
｜
特
に
、
刺
史
と
郡
県
制
度
と
の
関
聯
に
つ
い
て
l
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
六
l
八、

年
）
参
照
。

（幻）
（幻）23 

一
九
五
七

24 

阿
部
幸
信
「
綬
制
よ
り
み
た
前
漢
末
の
中
央
・
地
方
官
制
l
成
帝
緩
和
元
年
に
お
け
る
長
相
へ
の
黒
綬
賜
与
を
中
心
に
l
」
（
『
集
刊
東
洋
学
』
八
四
、

二
0
0
0年
）
参
照
。
ま
た
、
緩
和
元
年
以
降
の
官
僚
機
構
の
構
造
と
周
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
2
）
阿
部
氏
論
文
参
照
。

前
掲
註
（
2
）
保
科
氏
論
文
参
照
。

前
漢
末
の
三
公
設
置
に
つ
い
て
は
、
山
田
勝
芳
「
前
漢
末
三
公
制
の
形
成
と
新
出
漢
簡
l
王
葬
代
政
治
史
の
一
前
提
｜
」
（
『
集
刊
東
洋
学
』
六
八
、

一
九
九
二
年
）
、
富
田
健
之
「
前
漢
後
期
に
お
け
る
尚
書
体
制
の
展
開
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
l
中
書
官
官
・
三
公
制
形
成
・
王
葬
政
権
｜
」
（
『
東

ア
ジ
ア
l
歴
史
と
文
化
｜
』
七
、
一
九
九
八
年
）
、
吉
野
賢
一
「
前
漢
末
に
お
け
る
三
公
制
の
形
成
に
つ
い
て
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
三
、

二
O
O五
年
）
な
ど
を
参
照
。

-49-

（お）
（お）

何
武
・
翠
方
進
は
諸
侯
王
国
の
官
制
改
革
も
主
張
し
て
お
り
、
内
史
が
「
位
卑
し
く
し
て
樺
重
」
く
、
国
相
を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
威
権
を
も
つ
こ
と
を

批
判
し
た
。
そ
の
奏
言
に
は
「
臣
（
何
武
）
請
相
知
太
守
、
内
史
如
都
尉
、
以
胴
剰
刺
訂
刷
1
判
樹
劃
司
樹
。
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（
『
漢
書
』
巻
八

六
何
武
伝
）
。

（
お
）
王
葬
の
政
治
と
新
王
朝
の
官
制
に
つ
い
て
は
、
東
晋
次
『
王
葬
｜
儒
家
の
理
想
に
濃
か
れ
た
男
｜
』
（
白
帝
社
、
二

O
O三
年
）
、
渡
遺
義
浩
『
王
葬

ー
改
革
者
の
孤
独
i
』
（
大
修
館
書
店
、
二

O
二
一
年
）
参
照
。

27 

漢
代
に
お
け
る
州
牧
と
刺
史
に
対
す
る
認
識
を
め
ぐ
っ
て
（
植
松



東
洋
史
論
集
四

（mm
）
前
掲
註
（
叩
）
拙
稿
A
、
C
第
二
節
「
光
武
帝
期
の
地
方
官
制
l
郡
県
と
州
1

」
参
照
。

（
初
）
例
え
ば
、
涼
州
牧
賓
融
（
『
後
漢
書
』
伝
一
三
賓
融
列
伝
）
、
楊
州
牧
飽
永
（
同
書
伝
一
九
飽
永
列
伝
）
、
幽
州
牧
朱
浮
（
同
書
伝
二
三
朱
浮
列
伝
）
、

揚
州
牧
奨
嘩
（
同
書
伝
六
七
酷
吏
列
伝
・
奨
嘩
伝
）
な
ど
。

（
出
）
更
始
帝
期
に
は
、
実
際
に
荊
州
刺
史
費
遂
が
皇
帝
の
使
者
と
し
て
准
平
大
普
ノ
（
H
臨
准
太
守
）
侯
覇
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
（
『
後
漢
書
』
伝
一

六
侯
覇
列
伝
、
李
賢
注
所
引
『
東
観
記
』
）
。

（
位
）
『
後
漢
書
』
謝
夷
吾
伝
で
は
、
第
五
倫
が
「
司
徒
」
で
あ
っ
た
と
き
の
推
薦
文
と
さ
れ
て
い
る
が
、
章
帝
紀
（
紀
一
二
）
や
第
五
倫
の
本
伝
（
伝
三
二

な
ど
か
ら
こ
こ
で
は
「
司
空
」
に
改
め
る
。

（
お
）
前
掲
註
（
5
）
小
嶋
氏
著
書
二
二
三
頁

i
二
二
四
頁
参
照
。

（M
）
さ
ら
に
、
班
固
の
推
薦
文
に
あ
る
「
外
牽
」
と
い
う
語
に
着
目
す
る
と
、
外
台
と
は
漢
官
で
謁
者
（
『
後
漢
書
』
伝
六
四
上
衷
紹
列
伝
、
李
賢
注
所

引
『
晋
書
』
）
、
曹
貌
で
は
蘭
台
（
『
貌
志
』
巻
二
ニ
王
朗
伝
附
孫
叔
然
伝
、
表
注
所
引
『
貌
略
』
）
と
い
っ
た
中
央
官
の
別
称
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
単
な
る
地
方
官
に
対
す
る
表
現
と
は
考
え
難
い
。
ち
な
み
に
、
西
晋
以
降
の
外
台
の
用
例
を
挙
げ
る
と
、
「
甲
午
詔
書
、
刺
史
街
命
、
園
之
外
牽
。
」

（
『
晋
書
』
巻
七
一
陳
額
伝
）
、
「
故
事
、
三
司
監
院
官
帯
御
史
者
、
制
州
劃
。
」
（
『
新
唐
書
』
巻
一
七
七
高
元
裕
伝
）
、
「
安
撫
・
縛
運
・
提
刑
・
提
皐
、

賓
分
御
史
之
樺
。
亦
似
漢
繍
衣
之
義
。
而
代
天
子
巡
狩
也
。
故
日
外
蔓
。
」
（
南
宋
・
越
升
『
朝
野
類
要
』
巻
三
職
任
、
外
台
の
条
）
な
ど
が
見
え
る
。

（
お
）
前
掲
註
（
5
）
小
嶋
氏
著
書
二
二
四
頁
参
照
。

（
お
）
郡
県
が
管
掌
す
る
職
務
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
5
）
所
掲
の
紙
屋
氏
著
書
参
照
。

（
幻
）
福
永
善
隆
「
前
漢
刺
史
再
考
｜
武
帝
期
に
お
け
る
刺
史
の
設
置
を
中
心
と
し
て
｜
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
八
三
九
、
二

O
O八
年
）
参
照
。

（
犯
）
前
掲
註
（
5
）
棲
井
氏
論
文
（
下
）
二
二
頁
、
二
一
五
頁

i
一
二
六
頁
参
照
。

（
ぬ
）
佐
藤
直
人
「
前
漢
後
半
期
に
お
け
る
前
後
左
右
将
軍
に
つ
い
て
」
（
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
二
五
、
二

O
O
一
年
）
参
照
。
な
お
、
佐
藤

氏
は
、
前
漢
後
半
期
に
な
る
と
、
前
後
左
右
将
軍
は
皇
帝
の
外
朝
統
御
を
支
援
す
る
機
能
を
も
ち
、
と
く
に
丞
相
・
御
史
大
夫
に
対
す
る
弾
劾
官
と
し

て
の
機
能
を
有
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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張
磐
の
言
う
「
方
伯
」
に
つ
い
て
、
『
白
虎
通
』
一
二
軍
篇
に
は
「
犯
王
法
、
使
方
伯
謙
之
。
尚
書
日
、
『
今
予
惟
恭
行
天
之
罰
。
』
此
言
開
自
出
伐
一
庫
一
也
。

王
制
目
、
『
賜
之
弓
矢
、
乃
得
専
征
伐
。
』
謂
株
犯
王
法
者
也
。
」
と
見
え
て
お
り
、
『
白
虎
通
』
で
も
方
伯
は
王
法
を
犯
す
者
を
討
伐
す
る
存
在
と
理
解

さ
れ
て
い
る
。

後
漢
末
の
州
牧
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
劉
氏
出
身
の
荊
州
牧
劉
表
が
「
伯
父
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
（
察
邑
『
禁
中
郎
集
』
巻
六
所
引
『
劉
鎮
南
碑
』
）
、

こ
れ
は
呼
称
の
差
異
（
伯
父
と
叔
父
）
は
あ
る
も
の
の
、
『
礼
記
』
曲
礼
に
「
天
子
同
姓
謂
之
（
州
牧
）
叔
父
、
異
姓
謂
之
叔
男
。
」
と
見
え
る
よ
う
に
、

経
書
の
記
述
と
共
通
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
池
田
秀
三
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
（
前
掲
註
（
は
）
池
田
氏
論
文
二
九
四
頁
）
、
い
わ
ゆ
る
「
白
虎
通
国
家
」
が
現
実
の
国
家
と
は
直
接
に

は
無
関
係
に
、
あ
く
ま
で
文
献
操
作
と
想
像
力
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
点
に
は
十
分
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
池
田
氏
も

「
い
か
な
る
観
念
と
て
現
実
と
ま
っ
た
く
遊
離
し
て
は
成
立
し
得
な
い
。
現
実
の
制
度
が
そ
の
中
の
処
々
に
取
り
入
ら
れ
て
は
い
る
」
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
よ
う
に
、
『
白
虎
通
』
の
「
牧
伯
」
解
釈
は
現
実
の
刺
史
制
度
と
全
く
無
関
係
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

前
掲
註
（
日
）
池
田
氏
論
文
二
七
七
頁
参
照
。

本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
州
牧
と
刺
史
が
当
時
の
人
々
か
ら
「
皇
帝
の
使
者
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
証
左
と
し
て
、
簡
膿
史
料
・
石
刻
史

料
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
「
撒
一
、
長
史
夫
子
印
、
詣
使
者
薙
州
牧
治
所
。
口
口
一
封
、
敦
煙
大
守
章
、
詣
使
者
薙
牧
治
所
。
」
（
胡
平

生
・
張
徳
芳
『
敦
埋
懸
泉
漢
簡
釈
粋
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

O
O
一
年
、
九
五

1
九
六
頁
）
、
「
光
和
四
年
（
一
八
一
）
正
月
甲
午
朔
十
三
日
丙
午
、

越
罷
太
守
張
勃
、
知
丞
事
大
張
口
。
使
者
益
州
治
所
下
。
」
（
永
田
英
正
編
『
漢
代
石
刻
集
成
』
同
朋
合
出
版
、
一
九
九
四
年
、
本
文
篇
一
一
九
「
邦
都

安
斯
郷
石
表
」
二
三

0
1
二
三
二
頁
）
な
ど
。

こ
の
刺
史
改
革
を
含
め
、
光
武
帝
期
の
官
制
改
革
を
通
じ
て
中
央
官
制
と
地
方
官
制
と
が
組
織
的
に
連
携
す
る
枠
組
み
が
確
立
さ
れ
た
点
に
つ
い
て

は
、
前
掲
註
（
印
）
拙
稿
C
参
照
。

唱
Eム
F
h
d
 

41 42 （必）
（叫）

（必）

漢
代
に
お
け
る
州
牧
と
刺
史
に
対
す
る
認
識
を
め
ぐ
っ
て
（
植
松




